
‭2024年9月4日‬
‭保護者各位‬

‭立教英国学院校長‬
‭岡野 透‬

‭飲食物の持ち込みに関するルールの変更のお知らせ‬

‭拝啓‬
‭向秋の候、保護者のみなさまにおかれましては、ますますご清祥のことと存じます。日‬
‭頃より本校の教育活動につきましてご理解とご協力をいただき、誠にありがとうござい‬
‭ます。‬

‭　さて、2学期より校内への食品の持ち込みに関するルールを一部変更することになりま‬
‭したのでお知らせいたします。‬

‭　今年度1学期に第52代生徒会を中心にルールメイキングの話し合いを行い、全校生徒と‬
‭教職員で飲食物の持ち込みに関して議論をおこないました。現行のルールではスクール‬
‭アウティング・外出時に購入した飲食物を含め、すべての飲食物の持ち込みが禁止と‬
‭なっておりますが、ルールメイキングで生徒から挙がった意見をもとに、現地ボーディ‬
‭ングスクールの生活も参考にしつつ、2学期から下記のように実施する見込みです。‬

‭⑴ スクールショップの商品の拡充‬
‭　これまで、クリスプス、チョコレートといったお菓子中心となっていたスクール‬
‭ショップの商品を拡充します。インスタント麺、マフィン、マドレーヌ、パン等を含む‬
‭商品も販売する予定です。また、注文から‬‭商品が手元に届くまで、生徒が滞りなく購‬
‭入できるシステムを目指して参ります。‬‭食事に関しては今まで通り、学校が提供する3‬
‭食をきちんと摂ることを指導し、引き続き教職員一同で食育を行ってまいります。また‬
‭朝夕のブレイクでキッチンからの軽食の提供もありますので、スクールショップでの食‬
‭品の購入はあくまで任意です。‬

‭⑵ スクールアウティング・外出時に購入した食品持ち込みの許可‬
‭　これまでは禁止しておりましたスクールアウティング・外出等の機会に購入した食品‬
‭を持ち込むことを一部認めます。生もの、調理が必要なもの、未成年が購入できないも‬
‭のは持ち込めません。また寮生活上難しいと判断されるものがあれば、持ち込めないこ‬
‭ともあります。‬

‭(3)‬ ‭食‬‭品‬‭の‬‭保‬‭管‬‭方‬‭法‬‭と‬‭し‬‭て、‬‭2‬‭学‬‭期‬‭か‬‭ら‬‭一‬‭人‬‭一‬‭つ‬‭の‬‭食‬‭品‬‭保‬‭管‬‭用‬‭BOX‬‭を‬‭配‬‭布‬‭し、‬‭こ‬‭れ‬‭を‬‭在‬‭学‬
‭期間を通して使用することといたします。購入費用として一人£‬‭12～15‬‭を今学期末に請‬
‭求させていただきますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。‬
‭※高等部3年生については、半額の負担といたします。‬

‭　これらの変更に伴い、アレルギー対策のために‬‭生徒間での飲食物の譲渡をしない‬‭よ‬
‭う、より一層徹底してまいりますが、ご家庭におかれましてもお子様にご指導いただけ‬
‭ますようお願い申し上げます。‬
‭　なお、‬‭帰寮時等にご家庭からの飲食物の持ち込みは引き続き禁止‬‭しております。帰寮‬
‭時の持ち込みやご郵送もなさらないよう、重ねてお願い申し上げます。‬

‭　以上、2学期はこのような形式で行います。生徒の食品の持ち込みについては、引き続‬
‭き議論を続けてゆく所存です。‬‭生徒ならびに保護者のみなさまにおかれましてもご理解‬
‭とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。‬
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